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ここから下は広告欄です。内容についてのお問い合わせは、直接、広告主の方へお願いします。
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水道工事はお任せ　本宮市水道工事指定店会！
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平成２８年度 放課後児童クラブ・幼児クラブの利用児童を募集します
【放課後児童クラブ】
〇放課後児童クラブとは…
　放課後児童クラブは、保護者が仕事などで日中いない小学校就学児を対象に、授業の終了後に適切な遊び・生活の場
を提供し、児童の健全な育成を図ることを目的としています。

〇募集クラブ

【幼児クラブ】
〇目的と対象児童
　幼児クラブは、市内在住の幼児と保護者を対象に、集団遊びを通して幼児の豊かな心と社会性を養い、保護者同士の
仲間づくりの場を提供します。利用できるのは、3歳～ 6歳の幼児とその保護者です。

〇募集クラブ

〇保育時間および保育料

〇申込方法
　各クラブに備えつけの申込み用紙に必要事項を記入のうえ、利用を希望するクラブへ直接提出してください。なお、定
員を上回る申込があった場合には、学年による入所制限を行う場合がありますので、あらかじめご了承ください。

〇受付期間　１月１８日（月）～１月２７日（水）
〇必要書類　放課後児童クラブを希望される方は、父母および祖父母等の就労証明書が必要となります。

※一時的に児童を保育することができない場合は、臨時放課後児童保育（月８日以内）を利用することができます

各放課後児童クラブ

クラブ名 開設場所 募集人員 曜　日 保　　育　　時　　間 利用料

幼児クラブ
第２児童館
（33-5244）

３０組 月・水・金 午前9時 30分～ 11時 30分 月額 1,500円

基本利用 授業終了後～午後６時 月額：2,000円～ 7,000 円

（市民税額により変わります）土曜日・長期休業期

（夏休みなど）
午前７時～午後６時

延　長　利　用 午後６時～午後７時
月額：2,000円

日額：100円

クラブ名 開設場所（電話番号） クラブ名 開設場所（電話番号）

もとみや放課後児童クラブ 本宮第１児童館　　　　　　
☎ 63-1611 和田放課後児童クラブ 白沢公民館和田分館　　　　 

☎080-6052-4424

まゆみ放課後児童クラブ 本宮第２児童館　　　　　　
☎ 33-5244 糠沢放課後児童クラブ 白沢公民館糠沢分館

☎ 44-4435

五百川放課後児童クラブ 旧第４保育所　　　　　　　
☎080-6052-4423 白岩放課後児童クラブ 白岩コミュニティーセンター

☎080-6052-4422岩根放課後児童クラブ 岩根小学校 　　　 　　　　
☎080-9071-3585

本宮第２児童館　☎ 33-5244問

問
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ここから下は広告欄です。広告掲載を希望される方は、市役所秘書広報課へお申し込みください。
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。
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取
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築
又
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①
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②
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取
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④
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付
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付
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取
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受
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ためらわず　知らせて　つなぐ命の輪ためらわず　知らせて　つなぐ命の輪 虐待を受けたと思われる
子どもがいたら。

出産や子育てで気になる
ことがあったら。

子育て支援サービスを
利用したいと思ったら。

全国共通ダイヤル

１８９（いちはやく）
24時間、児童相談所につながります

児童虐待を防ぎましょう

　地域の方々のちょっとした「目くばり」「気くばり」で、子ど
もたちを虐待から救えます。
　「おやっ？」と気になることがありましたら、迷わず連絡して
ください。
　　　　　　　　　　　※平成27年7月1日（水）から児童相談所
　　　　　　　　　　　全国共通ダイヤルが3桁の番号になりました

子ども福祉課内　家庭児童相談室
☎２４- ５３７６

▼　 　　　　　　　　
　 　　　 　　　　

問

問

予約受付：平日9時～17時 ／ 相談時間：10時30分～15時30分


